
11月 3日・文化の日
23日・勤労感謝の日

（霜月） November

給与所得は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて
計算します。この給与所得控除はサラリーマンの概算必要経費と位
置付けられていますが、上限が無いことから高所得者に有利な制度
となっているとの指摘があります。政府も見直しを検討しており、
来年度税制改正の焦点となりそうです。

国　税／10月分源泉所得税の納付
11月10日

国　税／所得税予定納税額の減額承
認申請 11月15日

国　税／所得税予定納税額第2期分
の納付 11月30日

国　税／9月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等）11月30日

国　税／12月、3月、6月決算法人の
消費税等の中間申告

（年3回の場合）11月30日

国　税／3月決算法人の中間申告
11月30日

国　税／個人事業者の消費税等の中
間申告 11月30日

地方税／個人事業税第2期分の納付
都道府県の条例で定める日
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11月号 2

パ
ー
ト
社
員
が
業
務
上
（
仕
事
中
）

の
ケ
ガ
や
病
気
の
療
養
の
た
め
休
業

し
た
と
き
に
は
、
正
社
員
と
同
様
に

そ
の
間
の
生
活
保
障
的
な
給
付
と
し

て
、
労
災
保
険
か
ら
休
業
補
償
給
付

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

休
業
補
償
給
付
の
額
は
、
給
付
基

礎
日
額
（
労
働
基
準
法
第
十
二
条
の

平
均
賃
金
相
当
額
）
の
八
〇
％
相
当

額
（
保
険
給
付
と
し
て
の
休
業
補
償

給
付
六
〇
％
に
休
業
特
別
支
給
金
二

〇
％
を
加
え
た
も
の
）
で
す
。

平
均
賃
金
と
は
、
平
均
賃
金
を
算

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
由
が
発

生
し
た
日
（
賃
金
締
切
日
が
あ
る
場

合
は
、
直
前
の
賃
金
締
切
日
）
以
前

三
カ
月
（
暦
日
数
を
い
い
、
事
由
の

発
生
し
た
日
は
含
ま
な
い
）
に
支
払

わ
れ
た
賃
金
の
総
額
（
確
定
し
た
賃

金
を
含
む
）
を
三
カ
月
の
総
日
数
で

割
っ
た
額
を
い
い
ま
す
。

し
か
し
、
パ
ー
ト
社
員
な
ど
は
、

労
働
時
間
が
短
く
、
ま
た
、
賃
金
も

日
給
や
時
間
給
の
形
態
で
働
い
て
い

る
場
合
が
多
い
た
め
、
前
記
の
原
則

的
な
方
法
（
賃
金
総
額
を
総
日
数
で

割
る
方
法
）
で
算
出
す
る
と
平
均
賃

金
は
か
な
り
低
く
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
は
、
原
則
的
な
方
法
と
比

較
し
て
高
い
方
の
賃
金
を
平
均
賃
金

と
す
る
特
例
（
最
低
保
障
）
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

①

基
本
賃
金
、
通
勤
手
当
な
ど
賃

金
の
一
部
が
、
月
給
、
週
給
そ
の

他
一
定
の
期
間
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
て
い
る
場
合
…
そ
の
部
分
の
総

額
を
そ
の
期
間
の
総
日
数
で
割
っ

た
金
額
と
②
の
金
額
の
合
算
額

②

日
給
、
時
間
給
ま
た
は
出
来
高

払
制
そ
の
他
の
請
負
制
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
…
賃
金
の

総
額
を
そ
の
期
間
中
に
実
際
に
労

働
し
た
日
数
で
割
っ
た
金
額
の
六

〇
％

■ パート社員が仕事中にケガをして休業したとき ■

例）パート労働者の目黒さん（時間給）が仕事中にケガをし、その治療のため８月23日（災
害発生日）から10月14日まで（53日間）会社を休んだ場合の給付

目黒さんの直近３カ月の総日数は92日、労働日数43日、賃金を次ページ記載例とし
た場合の原則的な計算方法により算出した平均賃金は、3,411.29円（銭未満切捨）、最低
保障平均賃金の計算方法による場合は4,268.12円となりますので、高い方の4,268.12円
で計算します。なお、この計算式から算出した額が3,950円に満たない場合は、3,950円
で計算します。

目黒さんが受け取ることができる金額は、次のようになります。

a 災害補償 …………… 7,682円
休業の最初の３日間については、事業主が労働基準法の規定により災害補償をしな

ければなりません。目黒さんの場合は、7,682円（4,268円※×0.6×３日分）となります。   
s 休業補償給付 …… 170,760円

休業補償給付は、休業１日毎に給付基礎日額の80％相当額（休業特別支給金を含む)
が、休業第４日目から出社日の前日までの間支給されます。

目黒さんの場合、休業４日目から10月14日まで休業していますので、そのすべての
日数（50日）が支給の対象となります。この場合、保険給付と特別支給金の計算は各々
行い、合算します。

①　休業補償給付　4,269円※×0.6×就労できなかった日数（50日）＝128,070円          
②　休業特別支給金　4,269円※×0.2×就労できなかった日数（50日）＝42,690円

したがって、目黒さんには170,760円が支給されます。
※円未満の端数は、災害補償の場合は四捨五入、休業補償の場合は切り上げます。
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いずれか高い方の額が

平均賃金となります
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有
期
労
働
契
約
の
契
約
期
間
を
定

め
る
場
合
に
は
、
一
定
の
事
業
の
完

了
に
必
要
な
期
間
（
た
と
え
ば
四
年

間
で
完
了
す
る
土
木
工
事
に
お
い
て

技
師
を
四
年
契
約
で
雇
い
入
れ
る
場

合
な
ど
）
を
定
め
る
も
の
の
ほ
か

は
、
三
年
を
超
え
る
期
間
を
定
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
の
労
働
契
約
期
間
の
上
限

は
五
年
と
な
り
ま
す
。

①

公
認
会
計
士
、
弁
護
士
、
社
会

保
険
労
務
士
、
税
理
士
な
ど
専
門

的
な
知
識
、
技
術
ま
た
は
経
験
で

あ
っ
て
高
度
の
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
て
い
る
基
準
に
該
当
す
る
専

門
的
知
識
等
を
有
す
る
労
働
者

（
本
業
務
に
就
く
者
に
限
る
）
と

の
間
に
締
結
さ
れ
る
労
働
契
約

②

満
六
〇
歳
以
上
の
労
働
者
と
の

間
に
締
結
さ
れ
る
労
働
契
約
（
①

を
除
く
）

短時間労働者の休憩時間 

休憩時間は、拘束時間のうち、労働者
が権利として労働から解放されることを
保障されている時間のことですので、労
働基準法上の労働者であるパート社員な
ど短時間労働者にも適用されます。

休憩時間は、実労働時間が６時間を超
える場合には少なくとも45分、８時間を
超える場合には１時間を、労働時間の途
中に与えなければなりません（付与は１
回でも分割でも可）。
したがって、実労働時間が６時間以下の

場合は法律上の付与義務はありませんが、
所定労働時間が５時間のパート社員が時
間外労働をして６時間を超えた場合は、
休憩時間を与える必要があります。
ちなみに、労働時間が８時間を超える場

合は、それが長時間になっても１時間を
与えれば法的に問題ありませんが、適度
に休憩時間を付与することが望ましいで
しょう。

有
期
労
働
契
約

介護保険の特定疾病

介護保険料は40歳から徴収さ
れていますが、給付を受ける場
合、その原因は問われるのです

か。

介護保険は、市区町村（広域
連合を含む）を保険者とする地
域保険で、被保険者は、第１号

被保険者（市区町村の区域内に住所を有す
る65歳以上の人）と第２号被保険者（市区
町村の区域内に住所を有する40歳以上65
歳未満の医療保険加入者）に区分されてい
ます。
このうち第２号被保険者にかかる保険給

付は、下記の16の特定疾病を原因としたも
のに限られ、そのうち要支援、要介護状態
と認定されたときに給付が行われます。

したがって、介護を要する状態になった
原因がこれら以外（たとえば、交通事故な

ど）の事由による場合は、介護保険からの
給付は行われません。
①　がん（がん末期）
②　関節リウマチ
③　筋萎縮性側索硬化症
④　後縦靱帯骨化症
⑤　骨折を伴う骨粗鬆症
⑥　初老期における認知症
⑦　進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変

性症、パーキンソン病（パーキンソン病
関連疾患）

⑧　脊髄小脳変性症
⑨　脊柱管狭窄症
⑩　早老症（ウェルナー症候群）
⑪　多系統萎縮症
⑫　糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖

尿病性網膜症
⑬　脳血管疾患
⑭　閉塞性動脈硬化症
⑮　慢性閉塞性肺疾患
⑯　両側の膝関節または股関節に著しい変

形を伴う変形性関節症


